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 平成２７年 美里町議会行財政・議会活性化調査特別委員会会議録（第１号） 

                                            

 平成２７年７月９日（木曜日） 

                                            

     出席委員（１５名） 

 委 員 長  平 吹 俊 雄 君 

 副 委 員 長   我 妻   薫 君 

 委   員  千 葉 一 男 君       福 田 淑 子 君 

        藤 田 洋 一 君       柳 田 政 喜 君 

        赤 坂 芳 則 君       櫻 井 功 紀 君 

        大 橋 昭太郎 君       鈴 木 宏 通 君 

        橋 本 四 郎 君       吉 田 二 郎 君 

        山 岸 三 男 君       佐 野 善 弘 君 

        前 原 吉 宏 君 

                                            

     欠席委員（なし） 

                                            

 議   長  吉 田 眞 悦 君 

                                            

   議会事務局職員出席者 

      議 会 事 務 局 長     吉 田    泉  君 

      事 務 局 次 長     佐 藤  俊 幸  君 

      主幹兼議事調査係長     相 澤  正 典  君 

                                            

 平成２７年７月９日（木曜日） 午前９時３０分 開議 

 第 １ 第１分科会中間報告について 

 第 ２ 第２分科会中間報告について 

                                            

     本日の会議に付した事件 

 第 １ 第１分科会中間報告について 
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 第 ２ 第２分科会中間報告について 
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     午前９時３０分 開議 

○委員長（平吹俊雄君） 改めまして、おはようございます。 

  ただいまから行財政・議会活性化調査特別委員会を開きます。 

  それでは、座らせて進めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

  出席委員15名でありますので、本特別委員会は成立いたしております。 

  日程に入るに先立ち、第１分科会及び第２分科会委員長から提出されました中間報告書につ

きましては、既に皆様にお届けしているとおりであります。各分科会ともこれまでの調査、大

変御苦労様でした。 

  これより本日の会議を開きます。 

                                            

     日程第１ 第１分科会中間報告について 

○委員長（平吹俊雄君） 日程第１、第１分科会中間報告についてを議題といたします。 

  第１分科会委員長から中間報告をしたいとの申し出がありますので、発言を許可いたします。

大橋昭太郎第１分科会委員長、登壇願います。 

     〔第１分科会委員長 大橋昭太郎君 登壇〕 

○第１分科会委員長（大橋昭太郎君） おはようございます。 

  第１分科会委員長大橋でございます。よろしくお願いいたします。 

  それでは、第１分科会の中間報告を行いたいと思います。 

  本分科会に付託された事項につきましては、下記のとおりでございますが、１つといたしま

して、みずから運営できる議会、①として通年議会、②事務局体制の強化、２つ目といたしま

して議会基本条例の検討でございます。 

  まず、第１分科会といたしましては、付託事項のうち初めに通年議会について検討すること

といたしました。経過につきましては、ごらんのとおりでございますが、この審議をしていく

中におきまして、12月１日に柴田町視察、それから２月５日には執行部との話し合いを行って

まいりました。 

  その検討結果といたしましては、平成28年４月１日実施を目指すことといたしました。さら

には新法により実施する。平成24年９月地方自治法改正に基づくものでございます。今までの

多くの議会におきましては、平成16年定例会の会議の回数の撤廃に伴いまして、定例会を年１

回とすることによる通年議会を実施してきたところでございますが、本議会につきましては、

新法により実施することといたしました。さらには定例月を設けることといたしました。６月、
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９月、12月、３月、今までどおりの定例会を設けることといたしました。新法によるものにお

きましては、定例日を設けることとされておりました。それから、予算、決算にかかわる月に

おきましては、集中審議日としてそれが委員会に付託されることとなっておりましたが、第30

次地方制度調査会におきまして、もっと柔軟な形での議会対応が認められたことにより、今ま

でどおりの定例会による審議とするものといたしました。 

  それから、課題といたしましては、専決事項の検討でございます。通年議会になることによ

り、今までの自治法179条１項による町村長が議会の議決すべき事件について特に緊急を要する

ため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるときという項目の中におい

て専決が行われてきたところでございますが、通年議会になることにより、この時間的余裕云々

という部分は大幅に縮小されるものと考えられます。 

  しかし、議会の委任による専決処分、これらについてはもっと拡充していく必要があるので

はないかと考えており、今後の検討となるものと考えております。新法による通年議会におき

ましては、執行部への配慮等もうたわれていることから、こういったような形での専決事項へ

の検討が必要になるものと考えております。 

  続きましては、条例等の整備でございます。当然通年議会を行うことによる条例制定が必要

になってまいりますし、その関連の要綱等についての整備も必要となってまいります。 

  さらには、執行部との調整が必要になってくるものと考えられます。議会において通年議会

が可決されたといたしましても、執行部との調整の中でしか実施できないものと考えておりま

す。 

  以上の課題に取り組みながら、実施に向けて検討が必要であるというような形で分科会の中

では集約したところでございます。 

  以上、中間報告とさせていただきます。どうぞ御審議いただくようお願いいたします。 

○委員長（平吹俊雄君） 大橋昭太郎第１分科会委員長の報告を終わります。 

  これより、第１分科会の中間報告に対する質疑を行います。 

  質疑については、自己の所属しない分科会の質疑を許可することとします。質疑ありません

か。８番我妻委員。 

○委員（我妻 薫君） ８番我妻です。 

  １点だけ確認の意味も含めてお聞きします。 

  通年議会となれば、議長の招集で議会は開催できる状態になろうと思いますが、となれば今

開催していますこの特別委員会、これは町長の招集がなければ議会が開かれないという前提の
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もとにいろんな災害とか、そういった対策のために通年的に開けるようにという特別委員会を

開催、設置してきた経緯がございますが、この特別委員会との関係についてどう議論されて、

課題として残るのかどうか、その辺についてお聞きしたいと思います。 

○委員長（平吹俊雄君） 大橋委員長。 

○第１分科会委員長（大橋昭太郎君） 特別に特別委員会との関係については議論していないと

ころでございますが、当然一般的に災害等が起きた場合には臨時会を町長が招集し、その中で

災害調査特別委員会を設置し、それから特別委員会において調査するところでございますが、

当議会におきましては、通年の特別委員会を設置していることから、こういったような懸念と

いうものを払拭するために通年の特別委員会で行ってきたところでございますが、今度は通年

議会になったことにより、直接議長の招集により災害等への調査が公務として行えるものと考

えておりますが、今我妻委員が言われた問題については、条例制定の中において検討されてい

くものと考えております。 

○委員長（平吹俊雄君） 我妻委員。 

○委員（我妻 薫君） ということは、これから課題の中に含む形の中で特別委員会との関係に

ついても協議されていくということで確認してよろしいんですか。 

○委員長（平吹俊雄君） 大橋委員長。 

○第１分科会委員長（大橋昭太郎君） 条例等の整備の中において、それらへ当然波及してくる

ものと考えております。 

○委員長（平吹俊雄君） そのほかにございませんか。 

○委員（橋本四郎君） 大橋委員長の報告の中に事実なのかなという実は誤解を持ったんです。

何かというと、専決事項を認めない。これは私も昔から専決は認めないという考え方ですから。

ところが、報告の中で通年議会になることによって、専決事項というのはなくなってしまうん

だと。しかし、特別に専決をしようとするものがある場合は検討する。こんなのにしたはずが

ないんです。もしも論議したとすれば、反対意見があったはずです、私の。どういう形でこう

いう表現になったのかそこが不可解。（「委員長」の声あり） 

○委員長（平吹俊雄君） 櫻井委員。 

○委員（桜井功紀君） ６番櫻井です。議事進行いたします。 

  橋本委員は我々第１分科会の委員でございますから、その第１分科会の中で一生懸命議論い

たしました。ですから、委員長が冒頭に申し上げたとおり、同じ委員会の中で質疑はできない

ことになっていますので、その辺のお取り計らいをよろしくお願いいたします。だめだよ受け
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て。 

○委員長（平吹俊雄君） 暫時休憩いたします。 

     午前 ９時４１分 休憩 

                                            

     午前 ９時４５分 再開 

○委員長（平吹俊雄君） 再開いたします。 

  質疑ありませんか。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。 

  以上で、第１分科会中間報告に対する質疑を終結いたします。 

  お諮りいたします。第１分科会中間報告について委員長報告のとおりとしたいと思いますが、

これにご異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（平吹俊雄君） 異議なしと認めます。よって、第１分科会委員長報告のとおりとする

ことに決しました。 

                                            

     日程第２ 第２分科会中間報告について 

○委員長（平吹俊雄君） 日程第２、第２分科会中間報告についてを議題といたします。 

  第２分科会委員長から中間報告をしたいとの申し出がありますので、発言を許可いたします。

赤坂芳則第２分科会委員長、登壇願います。 

     〔第２分科会委員長 赤坂芳則君 登壇〕 

○第２分科会委員長（赤坂芳則君） 第２分科会の委員長の赤坂でございます。私からは第２分

科会の中間報告を申し上げさせていただきたいと思います。 

  本分科会に付託された下記事項について検討いたしましてので、報告をさせていただきます。 

  第２分科会の付託事項は、議員経費の検討であります。その１つが議員定数、２つ目に議員

報酬、３つ目に議員期末手当、４つ目に議員費用弁償、５つ目に政務活動費であります。 

  これらのことにつきまして、平成26年４月30日から27年６月30日まで、このとおり10回の委

員会を開催させていただきました。その協議の経過でございますが、付託事項のうち当分科会

としては、初めに議員定数と報酬は切り離すことができないので、一緒に協議していくことと

いたしました。 

  ２つ目として、議員期末手当、費用弁償、政務活動費は議員定数と報酬を決定してから協議

していくことといたしました。 
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  ３つ目として、県内の議員報酬、定数、各委員会の活動の資料を基に協議をしてまいりまし

た。 

  ４つ目として、現在の定数を決定した合併協議会の会議録をもとにも協議させていただきま

した。 

  議会報告会で町民の意見を聞き、その意見を参考にすることとし、それも協議をいたしまし

た。 

  議員の活動日数を把握するため、年間の活動日数をデータ化し、それについて協議をいたし

ました。 

  以上が協議の経過でありますが、主な意見といたしましては、議員定数につきましては、常

任委員会を考えた場合に従前の３つの常任委員会が望ましいが、現在の16人の定数の中で３常

任委員会にすると１常任委員会５人の委員になり、５人の中で欠員が出た場合に３ないし４人

での協議では厳しくなるので、現在は２つの常任委員会になった。それによって、１つの常任

委員会での所管はふえた。１常任委員会、最低限６人以上必要ということから考えると、これ

以上減らすことはできない。 

  ２つ目の意見として、13人から14人でも委員会構成はできるのではないか。 

  ３つ目として、住民の声を聞くためには人口割も必要と考える。そのためには16人を維持し、

３常任委員会を構成すべきではないか。 

  これらが議員定数について出された主な意見であります。 

  議員報酬についてでありますが、議員定数を減らし、現予算の範囲内で議員報酬を引き上げ

るべきではないか。 

  ２つ目として、志を持った若い人が出てくるためには、現在の報酬額では家族を扶養するこ

とが厳しいため、報酬を上げるべきではないか。 

  ３つ目として、役場職員の30ないし40代の給料を目安にして考えてはどうか。 

  ４つ目として、議員専業でも生活できる報酬額を目標にしてはどうか。 

  ５つ目、市議会議員と町村議会議員の仕事量は変わらないと考えるが、市議会議員の報酬額

に比べて少ないので、市議会議員の報酬額に近づけてはどうか。 

  ６つ目、現在の報酬額でもよいのではないか。 

  これらが今まで協議した中で出された主なる意見であります。かなりの数、時間を要してお

りますけれども、要約するとこのような内容になります。 

 今後の協議といたしましては、分科会で決定まで至っておりませんので、継続協議として平成
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27年12月定例会を目途に報告することといたしました。 

  以上、第２分科会からの中間報告といたします。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○委員長（平吹俊雄君） 赤坂芳則第２分科会委員長の報告を終わります。 

  これより、第２分科会の中間報告に対する質疑を行います。質疑については自己の所属しな

い分科会委員の質疑を許可することとします。質疑ありませんか。橋本委員。 

○委員（橋本四郎君） 委員長にお尋ねします。定数の問題からいきましょう。定数の問題の場

合に、分科会にしなければならないという理由はなんなのかという検討はされましたか。 

  １つの例で言いましょう。分科会ごとに論議をしながら、きょうのように委員長に特別委員

会で報告する。反対の委員会の委員から質疑が出てますか。この場合には第１分科会には我妻

委員からだけ出ました。その他の分科会の委員の人は関係ないんです、質問がないんで。質問

のない会議を開いている、第１分科会は。第２分科会は私以外に質問がなければほかの分科会

は関係ない。そうしたら、一緒にしてやると考えませんでしたか。相手の分科会に対して関心

を持たない、そういう委員会にしておくのではなくして、全体の論議をしたほうがよろしいと

いう検討はしなかったんですか。以上。 

○委員長（平吹俊雄君） 橋本委員、ただいまのお話ですけれども、いわゆる冒頭に言いました

とおり、分科会に所属しない委員ということですから、まず分科会に所属する委員は分科会で

話し合っています。それ以外はこの場で質疑していただくということになりますので、橋本委

員からは質疑を受けたいと思います。今のは質疑ではございませんので、確認の意味でやりま

した。 

○委員（橋本四郎君） 私の言っているのは、そういう論議を分科会でしなかったんですかと言

っているんです。私が前段に言ったのは前例を言ったの。特別委員会でもってやっても。聞き

なさい。じゃ、あなた質問しなさいよ、櫻井君。俺に邪魔するな。 

○委員長（平吹俊雄君） 橋本委員。 

○委員（橋本四郎君） 私の言っていることは、分科会に分かれても、分科会の報告をされても

反対の、要するに別の委員会の委員の人の質疑といういのは今まで少なかったでしょう。特に

今までの経過を見てみれば。そうなら全体でやったほうがわかりやすい。こういうことから、

そういうこともできる。必ずしも分科会に分ける必要がないということから、なんでそこを検

討しなかったんですかと聞いているんです。１つの分科会でいいでしょう。今までありますか、

特別委員会にかかって、反対側の委員から物すごく意見が出て、議場の中では大変論議が活発

になったという経過は私見ていないんです、今まで。この６年間、残念ながらね。合併してか
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らの委員会は。 

○委員長（平吹俊雄君） 暫時休憩いたします。 

     午前 ９時５５分 休憩 

                                            

     午前 ９時５８分 再開 

○委員長（平吹俊雄君） 再開いたします。橋本委員。 

○委員（橋本四郎君） 議事録に載っかったからこれでいいです。あとで問題にしますから。議

員報酬でいきましょう。横から口を入れるなら、あんだがしゃべれ。討論なんだから、橋本四

郎が言うことにこういうことが反対だと言いなさいよ、櫻井君、だめだそういうことでは。 

  議員報酬でいきましょう。議員報酬が役場職員の30歳から40歳、こういうことを目安にした

という理由は何なのか。金額にしてどの程度なのか。 

○委員長（平吹俊雄君） 赤坂分科会委員長。 

○第２分科会委員長（赤坂芳則君） ただいまの橋本委員の質問にお答えさせていただきますが、

ここの報告、協議経過につきましては、あくまでも中間段階で結論が出ていないことで、これ

らの意見が今までの協議の中では出されたということをここに一応中間報告として報告差し上

げているわけでして、決定していることではありません。 

○委員長（平吹俊雄君） 橋本委員。 

○委員（橋本四郎君） 今私たちの報酬は23万円でしょう。23万円が役場の職員の30歳とか40歳

になったら幾らになるのかと聞いているんです。幾ら目安にして、何ぼ上げてほしい。 

○委員長（平吹俊雄君） 赤坂分科会委員長。 

○第２分科会委員長（赤坂芳則君） 協議の中では、参考資料としてはそれらの資料も出させて

いただきました。ですが、ここに書いてある30代から40代といいますと、約前後を含めると10

年ではなく20年の幅が出てきますから、そうすると金額的には結構幅があります。30歳と40歳

代の後半といいますと、四十何歳までありますからね。それとの目安にしてはどうかという話

でありますから、それは現段階では一応参考資料にしかなっておりませんので。要はここで何

を言いたいかといいますと、大体若い議員をこれから育てるためには、きちんと家族も養って

生活できる目安がある程度目標にしなければだめだろうということなので、その目安の基準は

何なのかということが30代、40代の役場職員の給料を参考にしてはどうかということで話が出

ている。要は経過段階であります。以上です。 

○委員長（平吹俊雄君） 橋本委員。 
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○委員（橋本四郎君） もちろん、検討される際には県内の各町村の議員の報酬を調べたと思い

ますけれども、高いところは何カ所あって、低いところは何か所でした。できれば、２万人前

後の町を最初に報告していただいて、次に２万人以下をお願いします。 

○委員長（平吹俊雄君） 休憩いたします。 

     午前１０時０２分 休憩 

                                            

     午前１０時０４分 再開 

○委員長（平吹俊雄君） 再開いたします。 

  赤坂分科会委員長。 

○第２分科会委員長（赤坂芳則君） 25年の町村会関係の資料の中からでありますけれども、宮

城県の町村議会では柴田町が月額31万3,000円で一番高いクラスにあります。それから、一番低

いと思われるところでありますが、大衡、それから七ヶ宿、そのあたりが21万2,000円台であり

ます。大体宮城県の平均的なものから見ますと23万8,400円というのが宮城県の平均になってい

るようです。 

  以上でよろしいでしょうか。 

○委員長（平吹俊雄君） 橋本委員。 

○委員（橋本四郎君） わかりました。大体そんなものだろうなと、すぐ調べてみます。議員の

専業でも生活できるような報酬額を目標にと。専業とはどういうことですか。私はこういう例

に例えたいと思います。職員の中で嘱託職員の中で給料を上げろと言っていますよね。嘱託職

員の給料は月に15万から16万なんです。これは専業でないですか、嘱託職員だって。そう私は

考えている。そうすると、嘱託職員はそう安い生活をしているのに、議員のほうが23万円で専

業できないという理由をどういう論議をしてそういう結論になったのかお答え願いたいと思い

ます。 

○委員長（平吹俊雄君） 赤坂分科会委員長。 

○第２分科会委員長（赤坂芳則君） 今、橋本委員から言われましたそこの基準の話なんであり

ますが、あくまでもきょうの段階は中間報告ということで、これまで出された意見についてご

報告を申し上げているわけでありまして、これに決めたわけではございません。論議といいま

しても、中間報告にも書いてあるとおり、言ってみれば片手間で議員をするということを考え

ますと、どうしてもある一定年齢、あるいは定年退職だとか、恩給だとか、そういう方々にど

うしてもウエイトが行きがちだと、そんなことで議員として専業にやれるためにはどれぐらい



 11

が必要なのかなということでの検討に入っているわけでありまして、少なくてもこれぐらいあ

れば生活をがんばってやっている人も、低い方もあるかもしれませんけれども、今美里町の議

会の議員の大体その、会議その他の出勤日数からしますと、200日近くになっておりますので、

片手間ではできる状況にはないということでありますので、ほかに何も職もなくて、これ一筋

でやっていけるとすればどれぐらいがいいだろうかということで、今議論をしているわけであ

ります。以上です。 

○委員長（平吹俊雄君） 橋本委員。 

○委員（橋本四郎君） 200日というのは誤解だと思うんです。一般の職員さんも二百何日しか働

いていないです。考えてみてください。365日から１週間に１回の休日50日掛ける土、日ですか

ら、104日になるんです。365日から百幾ら引くと残ってくるのは240ぐらい。240が一般職員の

勤務日数です。議員が二百何日と議会に報告しているのは回数なんです。１日３回開くと３回

出たことになっている、３日出た。そういう計算のごまかしをしてはだめだと思うんです。い

ずれにしてもこれは別な論議でやります。政務調査のこと聞きます。政務調査を必要とした理

由はなんですか。 

○委員長（平吹俊雄君） 私のほうから。３の協議経過の中で、議員期末手当、費用弁償、政務

活動費は議員定数と報酬を決定してから協議するということですので、これは協議しておりま

せん。していません。そのほかにございませんか。千葉委員。 

○委員（千葉一男君） 今の議員定数のところにかかわって、常任委員会の数が記載されていま

す。常任委員会の数が定数によって３つから２つにしましたという経過とともに、法律が変わ

りまして、複数に所属することができるという、法律にもあります。 

  それから、もう一つ、我々は特別委員会でやっていますけれども、議会広報のグループも常

任委員会で一応やっている自治体もあります。そういうところと兼ね合わせて、議員定数が少

ないから２つだ、３つだという議論以外に、今のような法改正によって環境が変わったことの

議論はどうだったか、もしあったらお話し願います。 

○委員長（平吹俊雄君） 赤坂分科会委員長。 

○第２分科会委員長（赤坂芳則君） ただいまの千葉委員の質問にお答えいたします。 

  その件につきましては、複数の委員会所属という話は協議の中では出ておりますが、具体的

にはまだ全くそれから先に進んではおりませんので、現時点ではここの中間報告の内容のとお

りでございますので、御理解をいただきたいと思います。 

○委員長（平吹俊雄君） 千葉委員。 
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○委員（千葉一男君） 定数の議論をするときにぜひその辺の法律によって状況が変わってきた

ことも含めてどうあったらいいかぜひ検討をお願いしたいと思います。 

○委員長（平吹俊雄君） 赤坂分科会委員長。 

○第２分科会委員長（赤坂芳則君） ただいまの御意見につきましては、今後の協議の中で含め

て検討させていただきたいと思います。 

○委員長（平吹俊雄君） そのほかにございませんか。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。 

  以上で、第２分科会中間報告に対する質疑を終結いたします。 

  お諮りいたします。第２分科会中間報告について委員長報告のとおりとしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（平吹俊雄君） 異議なしと認めます。よって、第２分科会委員長報告のとおりとする

ことに決しました。 

  なお、各分科会におきましては、引き続き検討項目の調査をよろしくお願いいたします。 

  以上をもって行財政・議会活性化調査特別委員会を終了いたします。 

  大変御苦労さまでした。 

     午前１０時１２分 閉会 
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  上記会議の経過は、事務局長吉田 泉が調製したものであるが、その内容に相違ないことを

証するため、ここに署名いたします。 

  平成２７年７月９日 

 

              委 員 長 

 


